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午前10時00分開会 

○議長（三  良人）  おはようございます。 

 猛暑の後、残暑も厳しゅうございましたが、先日の雨から、雨が降らなかったのが雨ばっかり

で、稲刈りをしている議員もいらっしゃいますが、延び延びになるんではないかと思っておりま

す。 

 また、週末には台風が来るようでございます。防災関係に何か問題があったときはまた皆さん

に御迷惑をかけるかもしれませんが、よろしくお願いいたします。 

 開会前に広報特別委員会より、会期中の議場内写真撮影の申し出があっており、許可したいと

思いますのでよろしくお願いします。 

 ただいまから、平成２８年第３回須恵町議会定例会を開会します。 

 これより、本日の会議を開きます。 

 まず、議会運営委員長に、議会運営委員会の経過報告を求めます。１１番、原野敏彦議員。 

○議員（１１番 原野 敏彦）  おはようございます。 

 平成２８年第３回定例会議会運営委員会の協議結果を報告をいたします。 

 去る８月２５日午後２時より議会運営委員会を開催し、平成２８年第３回定例会の運営につい

て協議検討をいたしました。 

 今回、提出された案件は、議案が１５件、報告２件、請願、陳情各１件ほか町長諸報告３件並

びに閉会中の組合議会報告４件でございます。 

 会期は、本日９月２日から９月１４日までの１３日間としております。 

 委員会付託につきましては、議案第４９号から第５４号まで、決算認定議案であり、一括提案

として決算審査特別委員会に付託し、議案第６１号は予算審査特別委員会に付託いたします。 

 常任委員会付託につきましては、総務建設産業委員会４件、文教厚生委員会４件、人事案件の

議案第５９号、議案第６０号につきましては、本日採決をいたします。 

 一般質問は、９月８日午前９時から行い、終了後、全員協議会を特別会議室にて開催をいたし

ます。 

 なお、９月９日の工事現場視察は午前９時から行い、終了後、各常任委員会を開催をいたしま

す。９月１４日、最終本会議では、議案１３件、請願、陳情２件の採決を行うようにしておりま

す。 

 よろしく審議をお願いいたしまして、議会運営委員会の報告を終わります。 

────────────・────・──────────── 

日程第１．会期の決定について

○議長（三  良人）  日程第１、会期の決定についてを議題とします。 
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 第３回定例会の会期を、本日から９月１４日までの１３日間とすることに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（三  良人）  御異議なしと認めます。よって、第３回定例会の会期を本日から９月

１４日までの１３日間と決定しました。 

────────────・────・──────────── 

日程第２．会議録署名議員の指名について

○議長（三  良人）  日程第２、会議録署名議員の指名を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第１１７条の規定により、８番議員、９番議員を指名します。 

────────────・────・──────────── 

日程第３．町長諸報告

○議長（三  良人）  日程第３、町長の諸報告を求めます。中嶋町長。 

○町長（中嶋 裕史）  議長が申されましたように、連日暑い日が続いておりますけれども、８月

の天気でございましたけれども、９月に入りまして非常にしのぎやすくなってきたというところ

でございますが、台風１２号が接近しているような状況でございまして、きょうも議会前に臨時

課長会を開いてその対応をしたわけでございます。議員各位全員出席で議会を開催され、心から

感謝を申し上げます。 

 それでは、町長報告を申し上げます。 

平成２７年度一般会計決算について  

 まず、平成２７年度の一般会計決算についてでございます。 

 平成２７年度一般会計決算につきましては、歳入総額８８億２,１９３万１,８７７円に対しま

して、歳出総額は８５億６,０５７万９,８９３円でございます。歳入歳出差引額は、２億

６,１３５万１,９８４円でございます。前年度決算に対しまして、歳入は１１.４％、歳出は

１２.８％の増となっております。 

 平成２７年度の決算は、歳入、歳出総額につきましては、共に８０億円を上回り過去最高額と

なっております。財政構造の弾力性を示します経常収支比率につきましては、８７.０％から

８５.５％へ１.５ポイント改善したわけでございますが、これは経常一般財源収入の地方消費税

交付金の増加、あるいは経常収支比率を下げた大きな原因であると考えております。 

 では、具体的に歳入でございますが、本町予算の約２４％を占めます地方交付税は、２１億

４,０５２万円でございます。率にいたしまして２.３％の減となっております。アベノミクスの

効果により地方税収がアップしたため交付税額が減額となったと分析いたしております。 

 町の自主財源の約７５％を占めております町税でございますが、２７億８,１５４万円となっ

ております。主に事業所の増や売り上げの増により町民税の法人分の税収が伸びたため、町税全
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体では、２.４％の増となっております。 

 前年度より大幅に増加したのは地方債収入で８０.９％、社会保障財源を含む地方消費税交付

金が７３.６％、消費喚起型プレミアム商品券の販売収入により諸収入が１４０.９％の増となっ

ております。 

 次に歳出でございますが、人件費は、１１億７,２３１万円でありまして、１,６７０万円の減

額でございます。率にいたしまして１.４％の減でございます。職員給につきましては、２６年

度末の退職者が８名、２７年度の採用が６名で、２名の減であったわけでございますが、このほ

かに嘱託職員が前年度末から７名増加しておりますので、決算額といたしましては、５２２万円

の増額、率にいたしまして０.７％の増となっております。 

 次に、普通建設事業費でございますが、１１億２,１５６万円、前年度に比べ公共施設の整備

など大きな事業をおこなっております。６億８,７７１万円の増額になります。率にいたしまし

て１５８.５％の増でございます。平成２７年度の主な事業といたしましては、補助事業では

「城山地区の道路改良」や「旅石～乙植木線の舗装改良」など、平成２６年度からの繰越事業で

あります「須恵第一小学校校舎の耐震補強」や「第二学童保育所の増築」などを施工いたしまし

た。 

 単独事業では「アザレア幼児園の建設」や「文化会館空調の更新」、「須恵中学校校舎外壁の

改修」、「中部防災センター」仮の名前でございますが、用地取得などを行いました。 

 次に、繰出金でございますが、２７年度の特別会計への繰出金は、１１億８,１０３万円でご

ざいまして、２,３１８万円の増額でございます。率にして２.０％の増でございます。繰出金は

年々増加傾向にあるわけでございますが、その中で主に国民健康保険特別会計の歳入となります

平成２７年度の前期高齢者交付金や平成２６年度の医療費の減少により平成２７年度の県の調整

交付金が増額となったために、国民健康保険特別会計への繰出金は大幅に減額になりました。 

 繰出金の主なものといたしましては、国保、後期高齢者医療会計へのおよそ５億９,４００万

円、公共下水道事業特別会計におよそ２億８,０００万円、介護保険事業へは２億８,８００万円

の繰り出しでございます。 

 財政調整基金、減債基金につきましては、利子、あるいは不動産売払収入など１,２７４万円

を積み立てております。 

 基金の取り崩しにつきましては、当初予算では、財政調整基金５億２,０００万円を、繰入金

の予算として計上しておったわけでございますが、最終的には、財政調整基金を３７８万円の取

り崩しで終えることができました。これも議員皆様、町民皆様の御理解と、御協力並びに職員の

努力の賜物だと、心より感謝を申し上げる次第でございます。財政調整基金、減債基金をあわせ

たところでは、現在の基金残高は、２８億７,７１１万円となっております。 
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 最後になりますが、議案の提出にあわせまして、財政健全化法によります「財政の健全化判断

比率」及び「公営企業の資金不足比率」を、監査委員の意見をつけて御報告いたしておりますが、

両比率につきましては、昨年度に引き続き、正常の範囲内であることを申し添えます。 

平成２７年度の水道事業決算について  

 次に、平成２７年度の水道事業決算についてでございます。 

 平成２７年度は、一昨年のように災害が起こるような雨は降りませんでしたが、水が必要な時

期に適度な雨が降ったおかげで、平年どおりの雨量に恵まれました。また、水道企業団からの送

水量もふえまして、水の安定的な供給ができたと思われます。 

 しかしながら、今年は例年にない寒さにより寒波が原因とされます凍結及び漏水事故が発生い

たしました。町民の皆様には大変御迷惑をおかけいたしましたが、事前に注意喚起を行ったおか

げで、他市町のように断水をすることもなく、安定的に水の供給ができたと思われます。 

 平成２７年度収支は、消費税抜きで水道事業収益が５億８,６２３万５,３０１円に対しまして、

同経費は５億５,２００万６,９２５円で、差し引き３,４２２万８,３７６円の黒字となっており

ます。 

 収入面では、長引く経済活動の停滞、節水意欲の浸透など、水需要はここ数年横ばい状態にあ

ります。費用面では経費の削減に努めてまいりましたので、３,４００万円余りの純利益を生じ

ております。 

 その結果、当年度、未処分利益剰余金は３億６,２４６万６,２０１円となりました。今まで以

上に経常経費の削減と経営の効率化を図り、水道事業の健全な経営維持と良質な水を安定的に供

給できますよう、努めてまいりますので、よろしくお願いいたします。 

「災害時における通信の確保」について  

 次に、災害の予防喚起に際しまして、６月議会の一般質問の答弁の中で、「緊急用の優先電

話」の設置を進めている話をいたしておりましたが、今回「特設公衆電話」の設置が、８月末に

完了いたしましたので、御報告申し上げます。 

 携帯電話等からの「災害用伝言ダイヤル」、あるいは、インターネット接続機能を使った「災

害用伝言板」といった、「災害用伝言サービス」は、よく知られておりますが、ここで報告いた

します「特設公衆電話」は、避難所から、無料で使用することができる、発信専用の公衆電話

サービスでございます。 

 この電話は、平常時は使えませんが、災害発生の際に、あらかじめ用意しております電話機を

接続して利用することができるものです。 

 通常、電話が混み合いますと、発信規制、あるいは接続規制など通信制限が行われるものであ

ります。特に、大規模災害時は、約９０％以上の制限が行われると言われておりますが、この
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「特設公衆電話」は、一般の電話より優先的に接続いたしますので、かかりやすく、心配されて

いる御家族への、避難所から安否状況をお知らせすることができるものであります。 

 この「特設公衆電話」を各避難所へ設置することにつきましては、これまでＮＴＴ西日本と打

ち合わせを続けたわけでございますが、先月末にＮＴＴ西日本の負担で、建物までの配線工事が

町内１８カ所の避難所で完了いたしました。 

 糟屋郡内では、篠栗町が先に設置済みで、宇美町が、現在、設置前の調査を行っていると聞い

ております。「災害時における通信の確保」という、通信面での整備が、比較的早期にできたも

のと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（三  良人）  これより町長の緒報告に対する質問に入りますが、議案に関係のある事項

につきましては、提案のときにあわせて質問をお願いします。 

 町長の諸報告に対する質問に入ります。質問はありませんか。──質問なしと認めます。 

────────────・────・──────────── 

日程第４．議会報告

○議長（三  良人）  日程第４、これより議会報告に入ります。 

 まず、閉会中に須恵町外二ヶ町清掃施設組合議会が開催されておりますので、組合議員の報告

を求めます。１４番、今村桂子議員。 

○議員（１４番 今村 桂子）  おはようございます。 

 須恵町外二ヶ町清掃施設組合議会定例会が開催されましたので報告をいたします。 

 去る８月１６日、平成２８年第２回定例会が開催されました。議事日程につきましてはお手元

に配付している資料のとおりでございます。組合長諸報告におきまして、し尿処理施設「酒水

園」につきましては、放流水は安定した水質が維持されており、平成２７年度の搬入量は１万

４,４９５キロリットルのし尿を処理し、順調に処理業務が行われているとのことであります。

しかし、施設は昭和５７年より稼働し３４年が経過し、老朽化が進んでいる現状で、点検、維持

補修を繰り返しながら延命化対策を図っているとの報告があっております。 

 また、「クリーンパークわかすぎの運営管理」につきましては、ＲＤＦ施設及びリサイクルプ

ラザ、両施設とも順調に稼働しており、ＲＤＦ施設におきましては、平成２７年度１年間で約

４万２,５２２トンの可燃ごみを処理し、約２万５,７８４トンのＲＤＦを大牟田リサイクル発電

所へ搬出したということであります。 

 リサイクルプラザにおきましては、約２,５４１トンの不燃、粗大ごみを処理しており、その

うち、有価物としてアルミ缶、スチール缶あわせて１５６トン、ペットボトル１５０トン、破砕

鉄、２級鉄、アルミ缶等４７０トンを搬出し、約２,８９９万円の売却益が出ております。 
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 今後の「大牟田リサイクル発電関連」につきましては、去る６月２９日に株主総会が行われ、

経営面では、平成２５年３月にフィット制度に基づく電力受給契約へと変更したことから売電収

入が増加し、収益を改善することができました。そのため当期純利益は３億２,７９４万

５,０００円を計上し、繰越利益余剰金は５億５,１４０万３,０００円となっております。 

 しかしながら、適切な操業管理、在庫管理を行うことでＲＤＦ貯蔵サイロの安定運用が求めら

れ、依然として厳しい状況にあることにはかわりないとの報告がありました。 

 最後に、「事業延長に関する地元協議」につきましては、４月にクリーンパーク稼動延長協定

調印式を行い、平成３０年度から１０年間の施設の稼働延長に関しては、地元の皆様に同意をい

ただくことができました。今後は、協定に基づいて、稼働延長の条件である周辺環境整備を遅延

なく進めていくとの報告がありました。 

 続きまして、議案ですが、議案第３号は、平成２７年度須恵町外二ヶ町清掃施設組合一般会計

歳入歳出決算の認定についてです。 

 決算総額につきましては、歳入総額２５億５,９８１万６,００５円、歳出総額２４億

１,５９８万１,１９２円で、歳入歳出差引残額は１億４,３８３万４,８１３円となっております。 

 須恵町の分担金としましては、４億８,８８９万１,０００円で、３町分担金総額の

２９.７８％となっております。 

 全員賛成で可決しております。 

 議案第４号は、平成２８年度須恵町外二ヶ町清掃施設組合一般会計補正予算（第１号）につい

てです。 

 主なものが、歳入につきましては、構成町３町分担金の減額、志免町、宇美町２町の受託事業

収入の減額で、須恵町負担金につきましては２,４４６万６,０００円の減額となっております。 

 歳出につきましては、地元との施設の稼働延長協定による諸条件を、今後３年間で実施する地

元対策事業４,０００万円の増額です。 

 全員賛成で可決しております。以上です。 

 なお、議案書及び平成２７年度歳入歳出決算書につきましては、議員控室に置いておりますの

で御参照ください。 

○議長（三  良人）  次に、北筑昇華苑組合議会の報告を求めます。８番、猪谷繁幸議員。 

○議員（８番 猪谷 繁幸）  北筑昇華苑組合の議会報告をさせていただきます。 

 平成２８年８月２２日、古賀市役所会議室において、第２回定例会が開催されましたので、御

報告させていただきます。資料につきましては、お手元の資料を御参照ください。 

 日程第５、第４号議案北筑昇華苑組合行政不服審査会条例の制定については、行政不服審査法

の施行に伴い、北筑昇華苑組合行政不服審査会を設置することに関し、必要な事項を条例で定め
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るもので、附則として、北筑昇華苑組合人事行政の運営等の状況の公表に関する条例中の文言の

一部改正及び北筑昇華苑組合特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の報酬支給日の詳細、

及び報酬額及び区分の追加をするもので、全員賛成で可決されました。 

 第５号議案北筑昇華苑組合行政不服審査関係手数料条例の制定については、第４号議案同様、

行政不服審査法の施行に伴い制定するものです。 

 行政不服審査法に伴う、書面等の交付に対する手数料の額等を定めるもので、全員賛成で可決

されました。 

 第６号議案北筑昇華苑組合行政手続条例の制定については、行政手続法の規定の趣旨に則り、

処分、行政指導及び届け出に関する手続きについて定めるもので、行政運営における公正の確保

と透明性の向上を目的とするものです。 

 行政手続は古賀市行政手続条例によるものとし、全員賛成で可決しました。 

 日程第６、第７号議案北筑昇華苑組合職員の退職管理に関する条例の制定については、地方公

務員法の一部改正に伴い、職員の退職管理に関し必要な事項を制定するもので、再就職者による

依頼等の規制及び再就職及び離職等における任命権者への届け出などを定めており、附則として、

北筑昇華苑組合人事行政の運営等の状況の公表に関する条例及び北筑昇華苑組合一般職の任期付

職員の採用に関する条例の条例中の条項を定める一部改正をするもので、全員賛成で可決されま

した。 

 日程第７、第８号議案平成２７年度北筑昇華苑組合会計決算の認定については、歳入総額２億

８,５４８万４,９４４円、歳出総額２億５,６５３万３,７３８円、歳入歳出差引額といたしまし

て２,８９５万１,２０６円となっており、全員賛成で可決されました。 

 詳細は、議員控室に置いてありますので御参照ください。 

 以上、北筑昇華苑の説明を終わらさせていただきます。 

○議長（三  良人）  次に、粕屋南部消防組合議会の報告を求めます。９番、田原重美議員。 

○議員（９番 田原 重美）  おはようございます。 

 粕屋南部消防組合議会報告をさせていただきます。 

 平成２８年８月２９日に粕屋南部消防本部において、第３回定例会が開催されました。議事日

程については、お手元の資料のとおりでございます。 

 議案第１６号粕屋南部消防組合行政不服審査会条例の制定については、全面改正された行政不

服審査法が、平成２８年４月１日に施行されたことに伴い、本条例の制定を行うもので、条例第

３条で、組合長が委嘱する委員５人以内をもって組織する。第３条第３項では、委員に職務上の

義務違反、そのほか委員たるに適しない非行があると認める場合には、その委員を罷免すること

ができる。第３条第４項では、職務上、知ることができた秘密を漏らしてはならないなどを定め
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ており、全員賛成で可決しました。 

 議案第１７号行政不服審査法等の施行に伴う関係条例の整理に関する条例については、議案第

１６号同様、行政不服審査法の施行に伴い制定し、関係する５つの条例の一部改正を行うもので

す。 

 粕屋南部消防組合情報公開条例及び粕屋南部消防組合個人情報保護条例の一部改正は、条例中

の文言を改めるもの。粕屋南部消防組合特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改

正は、別表の報酬及び費用弁償に、それぞれ粕屋南部消防組合行政不服審査会の委員を追加する

もの。粕屋南部消防組合職員の給与に関する条例の一部改正は、条例中の根拠法である行政不服

審査法の条項を改めるもの。粕屋南部消防組合手数料徴収条例の一部改正は、別表の手数料に、

行政不服審査法に基づく書面の交付等の手数料を追加するもので、全員賛成で可決しました。 

 議案第１８号、平成２７年度粕屋南部消防組合一般会計歳入歳出決算認定については、歳入総

額２６億３,０４５万２５５円、歳出総額２６億１,３２１万５,３６１円、歳入歳出差引額

１,７２３万４,８９４円、実質収支額１,７２３万４,８９４円となっており、全員賛成で認定し

ました。 

 議案第１９号粕屋南部消防組合粕屋中南部休日診療所事業特別会計歳入歳出決算認定について

は、歳入総額４,８４７万７,５５１円、歳出総額３,３７５万６,１６９円、歳入歳出差引額

１,４７２万１,３８２円、実質収支額も１,４７２万１,３８２円となっており、賛成多数で認定

しました。 

 議案第２０号平成２８年度粕屋南部消防組合一般会計補正予算（第１号）については、歳入歳

出予算の総額に歳入歳出それぞれ５７４万５,０００円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞ

れ２０億３,４５２万８,０００円とするものです。 

 また、債務負担行為の補正で、福岡都市圏消防通信指令業務共同運用負担金（指令システム整

備工事）を、補正前限度額３億８,６９９万１,０００円を１,６８５万２,０００円減額し、補正

後限度額３億７,０１３万９,０００円とするもの、地方債の補正では、起債の目的、福岡都市圏

消防指令システム（緊急防災、減債）、補正前限度額３,６００万円を、補正後４,１７０万円と

する。それに伴い、一時借入金の補正で、借り入れの最高額に５７０万円を追加し１億９０万円

とするものです。 

 歳入において、組合債を５７０万円増額し、歳出において、消防費５７４万５千円を増額する

ものですが、福岡都市圏消防通信指令業務共同運用において、充当率１００％の緊急防災減債事

業債が平成２８年度で終了するため、平成２９年度実施予定の事業を一部前倒しするものとなっ

ています。 

 全員賛成で可決しました。 
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 報告第３号平成２７年度粕屋南部消防組合一般会計継続費清算報告書については報告です。 

 一般質問では、志免町、寺田議員より、消防団との連携、消防署の人員、消防庁舎の耐震性、

ドローン及び自動二輪車の装備など、防災及び整備について質問がなされました。 

 なお、詳細につきましては、議員控室に資料を置いていますので、御参照いただきますようよ

ろしくお願いいたします。 

 以上、粕屋南部消防組合議会報告を終わります。 

○議長（三  良人）  次に、糟屋郡篠栗町外一市五町財産組合議会の報告を求めます。１２番、

三上政義議員。 

○議員（１２番 三上 政義）  おはようございます。 

 糟屋郡篠栗町外一市五町財産組合議会の報告をさせていただきます。 

 平成２８年８月３１日に糟屋郡篠栗町外一市五町財産組合におきまして、第２回定例会が開催

されました。 

 議事日程については、皆様のお手元にお配りしているとおりでございます。 

 議案第７号は、平成２８年度糟屋郡篠栗町外一市五町財産組合一般会計補正予算（第１号）に

ついてでございます。 

 歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ８６２万１,０００円を追加し、歳入歳出それぞれ

８,４４２万３,０００円とするものでございます。これは、主に、歳入では、県補助金で、森林

環境保全直接支援事業が９４９万１,０００円の減となっておりますが、製材生産性強化対策事

業補助金が８２３万円の増、前年度繰越金におきまして１,０２２万６,０００円の増となってお

ります。 

 歳出では、事業費で、造林事業委託料３９７万７,０００円、間伐材運搬代１１万３,０００円、

森林作業道開設工事４０８万５,０００円のそれぞれ増額となっており、全員賛成で可決いたし

ました。 

 議案第８号は、平成２７年度糟屋郡篠栗町外一市五町財産組合一般会計歳入歳出決算の認定に

ついてでございます。 

 歳入総額７,２２３万５,５３２円、歳出総額６,０００万９,３７４円、歳入歳出差引額

１,２２２万６,１５８円、実質収支額１,２２２万６,１５８円となっております。 

 全員賛成で認定いたしました。 

 議案第９号は、財産処分についてで、篠栗町へ移管いたしました蛇谷線林道用地の一部を、道

路敷地として篠栗町へ寄附するものでございます。 

 全員賛成で可決いたしました。 

 なお、詳細につきましては、議員控室に資料を置いていますので御参照いただきますようよろ
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しくお願いいたします。 

 以上、糟屋郡篠栗町外一市五町財産組合報告を終わらせていただきます。 

○議長（三  良人）  その他、閉会中の活動につきましては、自席に資料を配付しておりますの

で、報告を省略します。 

 議会報告が終わりましたので、これより質問に入ります。質問はありませんか。原野議員。 

○議員（１１番 原野 敏彦）  粕屋南部消防組合議会でございます。今度、粕屋町に出張所です

かね、できたのが支所、できたんですけれども、私はあそこを通るたびに思うんですけど、いつ

もシャッターが閉まっているんですよね。あそこは緊急の場合の、緊急の場合といいますか、南

部署から粕屋地区のほうに出動する場合、時間がかかるということで、そのような関係であそこ

につくったということですけれども、よく本当に閉まっていて、活動しているかしていないかわ

からないような状態が多く見受けられるんですけれども、一応日章旗、もちろん消防署の旗は上

がっておりますけれども、人の動きもほとんど見られません。 

 で、せっかく防災に関しましては全国的にプランがある状態でございますので、やはり、緊急

に出動をする意味でもシャッターはいつも開けておいたほうがいいんじゃなかろうかと思うんで

すけれども、それは南部消防署のほうでその緊急性がなければ閉めておくんだよということがあ

れば別ですけれども、そういうのがあるんであれば改善していただければというふうに。 

 地域の方々もあそこを通るたんびに閉まっていたら安心安全がどうなるのかなという不安もあ

るんではなかろうかと思いますけれども、これは報告で結構ですので、何人体制であそこにいつ

も常駐してあるのか、報告があったかもしれませんけれども、それと、活動をするのにシャッ

ターだけでも開いていたほうがいいということで要望を込めてお願いをいたしたいと思います。 

 以上でございます。 

○議長（三  良人）  田原議員。 

○議員（９番 田原 重美）  早速、南部消防署に行って活動を伺ってきます。今はなんですが、

救急車しかないとです。来年あたりから消防車が入ることになっているんじゃないですか。一応、

再度、伺ってきます。 

○議員（１１番 原野 敏彦）  そうであれば、配備したときには、地域の方々に安心安全を届け

ていただきたいということでございますので、よろしくお願いをいたします。 

○議長（三  良人）  ほかに。──これで質問を終結します。 

────────────・────・──────────── 

日程第５．議案第４９号

日程第６．議案第５０号

日程第７．議案第５１号



14 

日程第８．議案第５２号

日程第９．議案第５３号

日程第１０．議案第５４号

○議長（三  良人）  ほかに。──これで質問を終結します。 

 これより、議案の付議に入りますが、一括議題についてお諮りします。議案第４９号から議案

第５４号はそれぞれ関連議案でありますので、一括議題とすることに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（三  良人）  御異議なしと認めます。よって、一括議題とすることに決定いたしました。 

 日程第５、議案第４９号平成２７年度須恵町一般会計歳入歳出決算の認定について、日程第６、

議案第５０号平成２７年度須恵町国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定について、日程第７、

議案第５１号平成２７年度須恵町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定について、日程第

８、議案第５２号平成２７年度須恵町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について、日

程第９、議案第５３号平成２７年度須恵町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認定につい

て、日程第１０、議案第５４号平成２７年度須恵町水道事業会計決算の認定について、以上６議

案を一括議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。今泉出納課理事。 

○出納課理事（今泉 俊裕）  おはようございます。 

 それでは、議案第４９号から議案第５３号までの平成２７年度須恵町一般会計及び各特別会計

の歳入歳出決算の認定について、一括して御説明申し上げます。 

 なお、先ほどの町長の諸報告と一部重複する部分があるかと思いますが、御了承をお願いいた

します。 

 また、監査委員による決算審査につきましては、去る７月１５日から７月２９日まで実施され

まして、意見書を提出していただいておりますので、決算の内容、主な財政指標等を後ほど御参

照いただきたいと存じます。 

 それでは、初めに、議案第４９号平成２７年度須恵町一般会計歳入歳出決算の認定についてで

ございますが、別冊の、平成２７年度須恵町歳入歳出決算書をお願いいたします。 

 決算書の１０ページでございます。実質収支に関する調書ですが、歳入総額８８億

２,１９３万１,８７７円に対しまして歳出総額８５億６,０５７万９,８９３円で、歳入歳出差引

額、形式収支は２億６,１３５万１,９８４円です。 

 この形式収支から翌年度へ繰り越すべき財源、繰越明許費繰越額３,２０４万２,０００円を差

し引いた実質収支額は２億２,９３０万９,９８４円となっております。 

 この実質収支額から前年度の実質収支額を差し引いた単年度収支は９,１８１万１,７３５円の
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赤字で、これに黒字要素であります財政調整基金への積立額１,２１７万６８０円を加え、赤字

要素であります財政調整基金からの取崩額３７７万５,６８０円を差し引いた実質単年度収支は

８,３４１万６,７３５円の赤字となってございます。 

 ２ページ、３ページに戻っていただきまして、歳入の主な構成比を申し上げてまいりますと、

１款町税が３１.５％、６款地方消費税交付金５.４％、９款地方交付税２４.３％、次のページ、

４ページ、５ページの１３款国庫支出金１１.１％、１４款県支出金５.７％、１８款繰越金

３.８％、２０款町債１０.０％で、歳入合計額の予算総額に対する収入率は９５.０％、調定額

に対する収入率は９８.２％となっております。 

 次のページ、６、７ページ、歳出でございます。主な構成比を申し上げますと、２款総務費が

１３.１％、３款民生費３９.５％、４款衛生費１１.７％、８款土木費７.６％、次のページ、

８ページ、９ページに移りまして、９款消防費５.１％、１０款教育費１２.３％、１２款公債費

６.７％となっております。 

 歳出予算で翌年度へ繰り越す額は４億４,１８２万９,１７８円で、主なものは、須恵東中学校

大規模改造事業、臨時福祉給付金給付事業などであります。 

 歳出合計額の予算に対する執行率は９２.２％ですが、予算減額から繰越額を除いた執行率は

９６.８％となっております。 

 次に、議案第５０号平成２７年度須恵町国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定についてで

ございます。 

 １８６ページをお願いいたします。１８６ページ、実質収支に関する調書ですが、歳入総額

３７億６０１万１,４０３円に対しまして、歳出総額３６億９,９６０万２９９円で、歳入歳出差

引額は６４１万１,１０４円となり、実質収支額も同額でございます。これを単年度収支で見ま

すと１９４万３,８７７円の黒字です。これから赤字要素であります法定繰入金以外の一般会計

からの繰入金１,２００万円を差し引き、黒字要素であります前年度分の国庫負担金の返還金

３,２８４万２２４円を加えた実質単年度収支は２,２７８万４,１０１円の黒字となっています。 

 歳入合計額の予算に対する収入率は１００.１％、調定に対する収入率は９２.５％、歳出合計

額の予算に対する執行率は９９.９％となっております。 

 次に、議案第５１号平成２７年度須恵町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定について

でございますが、２１８ページをお願いいたします。 

 ２１８ページ、実質収支に関する調書ですが、歳入総額２億８,５８９万４,３９０円に対しま

して歳出総額２億７,２６６万２,９５０円で、歳入歳出差引額は１,３２３万１,４４０円、実質

収支額も同額です。 

 歳入合計額の予算に対する収入率は１０１.６％、調定に対する収入率は９８.５％、歳出合計
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額の予算に対する執行率は９６.９％となっています。 

 次に、議案第５２号平成２７年度須恵町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について

でございます。 

 ２３６ページをお願いいたします。２３６ページ、実質収支に関する調書ですが、歳入総額

１１億７,００５万３,８６２円に対しまして歳出総額１１億６,３３９万３,３４４円で、歳入歳

出差引額は６６６万５１８円、実質収支額も同額でございます。歳入合計額の予算に対する収入

率は１００.１％、調定に対する収入率は９８.５％、歳出合計額の予算に対する執行率は

９９.６％となっています。 

 最後に、議案第５３号平成２７年度須恵町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認定につ

いてでございます。 

 ２５８ページをお願いいたします。２５８ページ、実質収支に関する調書ですが、歳入総額

７,７７４万７,９５９円に対しまして、歳出総額７,４４３万９,０２８円で、歳入歳出差引額は

３３０万８,９３１円、実質収支額も同額でございます。 

 歳入合計額の予算に対する収入率は１００.４％、調定に対する収入率は９９.２％、歳出合計

額の予算に対する執行率は９６.１％となっております。 

 以上であります。 

○議長（三  良人）  次に、石井上下水道課長。 

○上下水道課長（石井 浩二）  議案書の６ページをお願いします。議案第５４号平成２７年度須

恵町水道事業会計決算の認定についてでございます。 

 地方公営企業法第３０条第４項の規定により、平成２７年度須恵町水道事業会計決算書を監査

委員の意見をつけて認定に付するので、本議会の議決を求めるものでございます。 

 別冊の、平成２７年度水道事業会計決算書で説明させていただきます。一番薄い決算書でござ

います。 

 １ページ、２ページをお願いいたします。平成２７年度須恵町水道事業決算報告書でございま

す。なお、以下消費税込みの決算額を述べさせていただきます。 

 （１）収益的収入及び支出のうち収入は、第１款水道事業収益、２ページの２列目でございま

す。決算額６億３,０６３万７,９９９円、前年度比０.５％の増でございます。主なものは、給

水収益の増でございます。 

 次に、支出は、第１款水道事業費用、２ページの３列目で、決算額５億７,１４２万

１,４３２円、前年度比２.７％の増でございます。２列右でございます。予算額に比べ４４７万

１,５６８円の不用額が出ておりますが、各科目ごとの残額の積み上げによるものとなっており

ます。 
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 次に、３ページ、４ページをお願いいたします。（２）資本的収入及び支出のうち、収入は、

第１款資本的収入、４ページの３列目で、決算額１億２,５５７万４,５４０円、前年度比

２１.６％の増でございます。これは、浄水施設耐震補強及び緊急時連絡管等に伴う企業債及び

国庫補助金の増収でございます。 

 次に、支出は、第１款資本的支出、４ページの２列目でございます。決算額３億９７５万

９,８６０円、前年度比１１.７％の増でございます。これは、浄水施設耐震補強工事及び緊急時

用連絡管布設工事、並びに佐谷立毛地区測量実施設計業務委託料等の増でございます。 

 ３ページの下段でございます。資本的収入額が資本的支出額に不足する額１億８,４１８万

５,３２０円は、損益勘定留保資金で補填いたしました。 

 以上、御審議方、よろしくお願いいたします。 

○議長（三  良人）  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。──質疑なしと認めます。 

 お諮りします。議案第４９号から議案第５４号については、議長を除く１３人で構成する決算

審査特別委員会を設置し、これに付託し、審査することにしたいと思いますが御異議ありません

か。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（三  良人）  御異議なしと認めます。よって、議案第４９号から議案第５４号は決算審

査特別委員会に付託し、審査することに決定しました。 

 なお、特別委員会の正副委員長については、調整ができておりますので報告します。 

 委員長に今村桂子議員、副委員長に田ノ上真議員であります。 

 ここでお諮りします。暫時休憩をしたいと思いますが御異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（三  良人）  御異議なしと認めます。よって、暫時休憩いたします。再開を１１時

１０分とします。 

午前11時00分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午前11時10分再開 

○議長（三  良人）  休憩前に引き続き、会議を開きます。 

────────────・────・──────────── 

日程第１１．議案第５５号

○議長（三  良人）  日程第１１、議案第５５号須恵町立社会教育施設設置条例の一部を改正す

る条例を議題とします。 

提案理由の説明を求めます。川津社会教育課長。 
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○社会教育課長（川津 政文）  おはようございます。 

議案書の７ページをお願いいたします。 

 議案第５５号須恵町立社会教育施設設置条例の一部を改正する条例。 

須恵町立社会教育施設設置条例の一部を改正する条例について、別紙のとおり提出するものでご

ざいます。 

 提案理由。須恵町立認定こども園アザレア幼児園新園舎が山の神広場に建築されたことに伴い、

当該条例の一部を改正する必要が生じたので提案するものでございます。 

 ９ページの新旧対照表をお願いいたします。 

 須恵町立社会教育施設設置条例の一部を改正する条例新旧対照表でございます。第１条中、山

の神広場を削除。第２条中第３号を削り、第４号を第３号とし、第５号から第９号までを１号ず

つ繰り上げるものでございます。 

 次のページをお願いいたします。 

 須恵町立社会体育施設の管理運営に関する条例の一部を改正する条例新旧対照表でございます。 

第２条中、山の神広場を削除。別表第９条関係につきましても、山の神広場の項を削除するもの

でございます。 

 ８ページに戻っていただきまして、附則として、この条例は公布の日から施行し、平成２８年

９月１日から適用するものでございます。 

 以上でございます。 

○議長（三  良人）  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。──質疑なしと認めます。

よって、議案第５５号を文教厚生委員会に付託したいと思いますが、御異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（三  良人）  御異議なしと認めます。よって、議案第５５号須恵町立社会教育施設設置

条例の一部を改正する条例を文教厚生委員会に付託します。 

────────────・────・──────────── 

日程第１２．議案第５６号

○議長（三  良人）  日程第１２、議案第５６号須恵町ひとり親家庭等医療費の支給に関する条

例の一部を改正する条例を議題とします。 

提案理由の説明を求めます。梅野住民課長。 

○住民課長（梅野  猛）  それでは、議案書の１１ページをお願いいたします。 

 議案第５６号須恵町ひとり親家庭等医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例でござい

ます。 

 提案理由です。児童扶養手当法の一部を改正する法律の施行に伴い、児童扶養手当法施行令の
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一部を改正する政令が平成２８年８月１日から施行されたため、当該条例の一部を改正する必要

が生じたので提案するものです。 

 １３ページの新旧対照表で説明いたします。 

 改正政令中、児童扶養手当の支給制限の額等に関する条文の追加による項ずれに合わせた条例

改正で、第３条第２項の対象者から除くもののうち第４号、第６号、第７号の条文中、児童扶養

手当法施行令第２条の４第５項を第８項に、第８号の条文中児童扶養手当法施行令第２条の４第

４項を第７項に改めるものです。 

 １２ページに戻ってもらって、附則で、この条例は公布の日から施行し、平成２８年８月１日

から適用するとしております。 

 以上です。よろしくお願いします。 

○議長（三  良人）  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。──質疑なしと認めます。

よって、議案第５６号を文教厚生委員会に付託したいと思いますが、御異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（三  良人）  御異議なしと認めます。よって、議案第５６号須恵町ひとり親家庭等医療

費の支給に関する条例の一部を改正する条例を文教厚生委員会に付託します。 

────────────・────・──────────── 

日程第１３．議案第５７号

○議長（三  良人）  日程第１３、議案第５７号須恵町立認定こども園条例の一部を改正する条

例を議題とします。 

提案理由の説明を求めます。御手洗子ども教育課長。 

○子ども教育課長（御手洗文生）  議案書１４ページをお願いいたします。 

 議案第５７号須恵町立認定こども園条例の一部を改正する条例について、別紙のとおり提出す

るものでございます。 

 提案理由といたしまして、須恵町立認定こども園アザレア幼児園新園舎が建築されたことに伴

いまして、当該条例の一部を改正する必要が生じたので提案するものでございます。 

 本条例は、平成１８年に旧西幼稚園と第一保育所の２カ所をアザレア幼児園としておりました

が、山の神広場に新園舎を建築しましたことで、住所を変更するものでございます。 

 １６ページの新旧対照表をお願いいたします。 

 右の欄第２条、須恵町大字旅石７２番地３５３、須恵町大字旅石８４番地４を削り、改正後の

須恵町大字旅石７２番地５２１に改正するものでございます。 

 １５ページに戻っていただきまして、附則として、この条例は公布の日から施行し、平成

２８年９月１日から適用するものでございます。 
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 以上、よろしくお願いいたします。 

○議長（三  良人）  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。──質疑なしと認めます。

よって、議案第５７号を文教厚生委員会に付託したいと思いますが、御異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（三  良人）  御異議なしと認めます。よって、議案第５７号須恵町立認定こども園条例

の一部を改正する条例を文教厚生委員会に付託します。 

────────────・────・──────────── 

日程第１４．議案第５８号

○議長（三  良人）  日程第１４、議案第５８号自治功労者の推戴についてを議題とします。 

提案理由の説明を求めます。中嶋町長。 

○町長（中嶋 裕史）  議案第５８号でございます。 

１７ページでございます。 

 自治功労者の推戴でございますが、提案理由といたしまして、自治功労者に下記の者を推戴し

たいので、須恵町表彰条例第１０条第１項の規定によりまして、本議会の議決を求めるものでご

ざいます。 

 住所、須恵町大字須恵３７７番地８９。氏名、井上 仁。生年月日、昭和２１年９月２日、生

まれでございます。今日が誕生日ですね。 

 以上、よろしくお願いいたします。 

○議長（三  良人）  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。──質疑なしと認めます。

よって、議案第５８号を総務建設産業委員会に付託したいと思いますが、御異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（三  良人）  御異議なしと認めます。よって、議案第５８号自治功労者の推戴について

を総務建設産業委員会に付託します。 

────────────・────・──────────── 

日程第１５．議案第５９号

○議長（三  良人）  日程第１５、議案第５９号須恵町教育委員会委員の任命についてを議題と

します。 

提案理由の説明を求めます。中嶋町長。 

○町長（中嶋 裕史）  議案第５９号。 

１９ページでございます。 

 教育委員の任命についてでございますが、教育委員会の委員に下記の者を任命したいので、地

方教育行政の組織及び運営に関する法律第４条第１項の規定によりまして、本議会の同意を求め
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るものでございます。 

 提案理由といたしましては、今泉 靖親氏が任期満了になったため、その後任を選任するもの

でございます。 

 住所、須恵町大字植木１６４７番地の１。氏名、秦 道隆。生年月日、昭和３０年３月３１日。

任期、平成２８年１０月１日から平成３２年９月３０日まで。経歴書については次のページに載

せておりますので、参考にお願いいたします。 

 よろしくお願いいたします。 

○議長（三  良人）  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。──質疑なしと認めます。 

 お諮りします。本件は、人事案件でありますので、討論を省略し、採決に入りたいと思います

が、御異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（三  良人）  御異議なしと認めます。 

 討論を省略し、これより採決に入ります。 

 本案に御賛成の方は起立願います。 

〔起立全員〕 

○議長（三  良人）  起立全員であります。よって、議案第５９号須恵町教育委員会委員の任命

については原案のとおり可決し、同意することに決定しました。 

────────────・────・──────────── 

日程第１６．議案第６０号

○議長（三  良人）  日程第１６、議案第６０号須恵町教育委員会委員の任命についてを議題と

します。 

提案理由の説明を求めます。中嶋町長。 

○町長（中嶋 裕史）  議案第６０号。 

２１ページでございます。 

 同じく須恵町教育委員会委員の任命でございますが、提案理由といたしましては、現教育委員

であります本山 和恵氏が任期満了となるために、再任をお願いしたいということでございます。 

 住所、須恵町大字新原３７６番地９。氏名、本山 和恵。生年月日、昭和４１年８月１日。任

期が平成２８年１０月１日から平成３２年９月３０日でございます。 

 よろしくお願いいたします。 

○議長（三  良人）  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。──質疑なしと認めます。 

 お諮りします。本件は、人事案件でありますので、討論を省略し、採決に入りたいと思います

が、御異議ありませんか。 
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〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（三  良人）  御異議なしと認めます。 

 討論を省略し、これより採決に入ります。 

 本案に御賛成の方は起立願います。 

〔起立全員〕 

○議長（三  良人）  起立全員であります。よって、議案第６０号須恵町教育委員会委員の任命

については原案のとおり可決し、同意することに決定しました。 

────────────・────・──────────── 

日程第１７．議案第６１号

○議長（三  良人）  日程第１７、議案第６１号平成２８年度須恵町一般会計補正予算（第

２号）を議題とします。 

提案理由の説明を求めます。満行総務課長。 

○総務課長（満行  誠）  議案書は２３ページをお願いいたします。 

 議案第６１号平成２８年度須恵町一般会計補正予算（第２号）でございます。 

内容につきましては、別冊の平成２８年度歳入歳出補正予算書で説明いたします。別冊の１ペー

ジをお願いいたします。 

 平成２８年度須恵町一般会計補正予算（第２号）は、次に定めるところによる。 

歳入歳出予算の補正。第１条、歳入歳出予算の総額にそれぞれ１億６,６５２万８,０００円を追

加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ９２億４,２９０万３,０００円とするものです。 

２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び金額等々は、第１表歳入歳出予算補正によります。 

債務負担行為の補正。第２条、債務負担行為の追加は第２表債務負担行為補正によります。 

 次の２ページをお願いいたします。第１表です。 

 歳入の主な補正を申し上げます。 

１３款２項国庫補助金４９９万９,０００円の補正です。これは、認可私立保育園に対する補助

金外に係る国庫補助金でございます。 

 １４款２項県補助金６６７万円の補正です。これは、尾黒ため池改修工事に係る県補助金でご

ざいます。 

 次に、１５款財産収入１８８万４,０００円の補正は、歳出で同額を財政調整基金に積み立て

をするものでございます。 

 １７款１項繰入金２,１００万円の補正。これは、今回の補正予算の財源不足分を、財政調整

基金を取り崩して賄おうとする予算でございます。 

 １８款１項繰越金１億２,０３６万円の補正。これは、前年度決算の実質収支額２億
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２,９３０万９,０００円を全額計上する補正でございます。 

 １９款諸収入３項雑入では１,１５３万４,０００円を補正しております。 

 ３ページをお願いいたします。 

歳出でございます。 

 まず、人件費につきましては、当初予算で見込んでおりました職員数が、４月の人事異動によ

りふえたことで、予算額が不足します３件の費目のみを今回補正させていただいております。 

それ以外の主な補正を申し上げます。 

２款１項総務管理費５２３万９,０００円の補正です。これは、公会計システムの導入外財政調

整基金積立などの補正でございます。 

３款民生費７,４７２万５,０００円の補正。主に、２項児童福祉費の６,９８９万２,０００円の

補正です。これは、西幼稚園跡地の駐車場整備工事外保育士保健業務委託料、保育対策総合支援

事業費補助金などの補正でございます。 

６款１項農業費２,１６３万８,０００円の補正は、尾黒ため池改修工事外の補正でございます。 

８款土木費４,２７０万円の補正。２項道路橋梁費２,５７０万円は町道３本の舗装改良工事。

３項河川費１,３００万円はサル田水路の補修の工事の補正でございます。 

９款１項消防費３８４万７,０００円の補正は、明後日、日曜日に行われます消防操法大会の県

大会に係る出動費用弁償などの補正でございます。 

１０款教育費１,８６７万７,０００円。次のページをお願いいたします。５項社会教育費、補正

額１,３３９万８,０００は、主に、先に申しました職員異動に伴う人件費の補正でございます。 

５ページをお願いいたします。 

第２表債務負担行為補正です。追加としまして粕屋南部消防組合の平成２７年度の起債の借入分

の償還分といたしまして、平成２８年度から３７年度まで９,０８２万６,０００円の債務負担行

為を設定するものでございます。 

以上、よろしくお願いいたします。 

○議長（三  良人）  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。──質疑なしと認めます。 

 お諮りします。議案第６１号については、議長を除く１３人で構成する予算審査特別委員会を

設置し、これに付託し審査することにしたいと思いますが、御異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（三  良人）  御異議なしと認めます。よって、議案第６１号平成２８年度須恵町一般会

計補正予算（第２号）を予算審査特別委員会に付託します。 

 なお、正副委員長については、決算審査特別委員会同様、委員長に今村桂子議員、副委員長に

田ノ上真議員であります。 
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────────────・────・──────────── 

日程第１８．議案第６２号

○議長（三  良人）  日程第１８、議案第６２号平成２８年度須恵町公共下水道事業特別会計補

正予算（第１号）を議題とします。 

提案理由の説明を求めます。石井上下水道課長。 

○上下水道課長（石井 浩二）  議案書の２４ページでございます。 

議案第６２号平成２８年度須恵町公共下水道事業特別会計補正予算（第１号）でございます。 

 地方自治法第２１８条第１項の規定により、平成２８年度須恵町公共下水道事業特別会計補正

予算（第１号）を別冊のとおり提出するので、本議会の議決を求めるものでございます。 

 別冊の補正予算書の２４ページをお願いします。 

 平成２８年度須恵町の公共下水道事業特別会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによ

る。 

 歳入歳出予算の補正。第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２５８万６,０００円

を増額し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ１１億８,０５８万６,０００円とするものでございま

す。 

 第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予

算の金額は、第１表歳入歳出予算補正により御説明いたします。 

 ２５ページをお願いいたします。 

 第１表歳入歳出予算補正。歳入でございます。 

６款１項繰越金、補正額２５８万６,０００円は、収支調整により増額するものでございます。 

 次の２６ページをお願いします。歳出でございます。 

 １款１項総務管理費、補正額２５８万６,０００円は、人事異動に伴う人件費の増額及び受益

者負担金の還付によるものでございます。 

 以上、御審議方よろしくお願いいたします。 

○議長（三  良人）  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。──質疑なしと認めます。

よって、議案第６２号を総務建設産業委員会に付託したいと思いますが、御異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（三  良人）  御異議なしと認めます。よって、議案第６２号平成２８年度須恵町公共下

水道事業特別会計補正予算（第１号）を総務建設産業委員会に付託します。 

────────────・────・──────────── 

日程第１９．議案第６３号

○議長（三  良人）  日程第１９、議案第６３号平成２８年度須恵町水道事業会計補正予算（第
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１号）を議題とします。 

提案理由の説明を求めます。石井上下水道課長。 

○上下水道課長（石井 浩二）  議案書の２５ページです。 

議案第６３号平成２８年度須恵町水道事業会計補正予算（第１号）でございます。 

 地方自治法第２１８条第１項の規定により、平成２８年度須恵町水道事業会計補正予算（第

１号）を別冊のとおり提出するので、本議会の議決を求めるものでございます。 

 別冊の補正予算書の３１ページをお願いします。 

 第１条、平成２８年度須恵町の水道事業会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。 

 第２条、予算第３条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正するものでござい

ます。 

 支出。第１款第１項営業費用、補正額３３６万７,０００円。主なものは、産休職員の代替に

よる臨時職員の人件費及び浄水場職員の退職による慰労金でございます。 

 第３条、予算第４条に定めた資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正するものでござい

ます。 

収入。第１款第２項企業債、補正額１,３３０万円は、緊急時用連絡管に伴う企業債の増額でご

ざいます。 

 第３項、国庫補助金、補正額マイナス１,３３０万４,０００円は、同じく緊急時用連絡管に伴

う補助金確定による減額でございます。 

 第３条の括弧書きで、資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額１億７,０１８万

９,０００円は、損益勘定留保資金で補填するものでございます。 

 次の３２ページをお願いします。 

 第４条、予算第５条に定めた企業債の限度額を次のとおり補正するものでございます。起債の

目的、水道事業債。変更前限度額７,４８０万円を変更後８,８１０万円に。緊急時用連絡管に伴

う企業債の総額でございます。起債の方法、利率、償還の方法等の変更はございません。 

 以上、審議方よろしくお願いいたします。 

○議長（三  良人）  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。──質疑なしと認めます。

よって、議案第６３号を総務建設産業委員会に付託したいと思いますが、御異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（三  良人）  御異議なしと認めます。よって、議案第６３号平成２８年度須恵町水道事

業会計補正予算（第１号）を総務建設産業委員会に付託します。 

────────────・────・──────────── 

日程第２０．報告第２号
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○議長（三  良人）  日程第２０、報告第２号平成２７年度須恵町健全化判断比率の報告につい

てを議題とします。 

報告を求めます。満行総務課長。 

○総務課長（満行  誠）  では、議案書は２６ページをお願いいたします。 

 報告第２号平成２７年度須恵町健全化判断比率の報告について。 

地方公共団体の財政の健全化の規定によりまして、監査委員の意見をつけまして、別紙のとおり

報告いたします。 

 次の２７ページをお願いいたします。 

 まず、一般会計の実質赤字比率及び特別会計水道事業会計を含めましたところの連結実質赤字

はございません。 

 次に、実質公債比率は７.６％。前年度が８.５％でしたので、０.９ポイントよい方へ下がっ

ております。 

将来負担比率は３３.９％。こちらのほうは、１０.３ポイント上昇しましたが、この基準比率は

３５０％ですので、健全化の範囲内の比率でございます。 

 以上のとおり報告いたします。よろしくお願いします。 

○議長（三  良人）  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。──質疑なしと認めます。

よって、報告済みとします。 

────────────・────・──────────── 

日程第２１．報告第３号

○議長（三  良人）  日程第２１、報告第３号平成２７年度須恵町公営企業の資金不足比率の報

告についてを議題とします。 

報告を求めます。石井上下水道課長。 

○上下水道課長（石井 浩二）  議案書の２８ページをお願いします。 

 報告第３号平成２７年度須恵町公営企業の資金不足比率の報告についてでございます。 

平成２７年度須恵町公営企業の資金不足比率について、地方公共団体の財政の健全化に関する法

律第２２条第１項の規定により、監査委員の意見をつけて、別紙のとおり報告するものでござい

ます。 

 ２９ページをお願いします。 

 １番、平成２７年度公営企業の資金不足比率でございます。 

特別会計の名称。水道事業会計、公共下水道事業特別会計、農業集落排水事業特別会計の３会計

とも、資金不足比率には該当しませんので、御報告いたします。 

○議長（三  良人）  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。──質疑なしと認めます。
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よって、報告済みとします。 

────────────・────・──────────── 

日程第２２．請願

○議長（三  良人）  日程第２２、請願少人数学級の推進、義務教育費国庫負担制度拡充を国の

関係機関に求める意見書提出に関する要請を議題とします。 

紹介議員の説明を求めます。１番、児玉求議員。 

○議員（１番 児玉  求）  おはようございます。１番議員、日本共産党の児玉求です。 

 少人数学級、義務教育費国庫負担制度拡充を国の関係機関に求める意見書提出に関する請願で

あります。 

 請願者は、松尾 昇氏、須恵町大字須恵５５８の１５にお住まいです。 

 請願趣旨といたしましては、平成２３年度に義務標準法の改正が行われ、小学校１年生の

３５人以下学級が実現いたしました。また、２４年度には加配措置とはいえ、２年生の３５人以

下学級が実現いたしました。同時に、改正条文の附則では、小学校２年生から中学３年生までの

学級編成標準の順次改正を検討することが明記されました。しかし、検討課題とされたままで現

在には至っておりません。 

 既に、新学習指導要領による教育が小・中学校で行われております。授業時数や指導内容の増

加に伴い、学力の保障は大きな課題となっております。 

 本町においても、少人数指導の必要性を認識し、これまで、学力向上や特別支援にかかわる職

員の配置等を独自に行ってきました。国の施策として、義務教育費国庫負担制度の拡充が実現で

きれば財源保障され、一層の拡充ができることは間違いありません。 

 全国どこに住んでいても、教育の機会均等は憲法で保障されております。これからの社会を築

いていく子どもたちです。その一人一人の子どもたちに対して、心豊かで、たくましく、意欲を

持って学習できる教育条件を整えていくことは極めて重要であり、少人数学級は教育水準を引き

上げる最も有効な手段であります。 

 以上の観点から、平成２９年度政府予算編成において、その実現に向けて、地方自治法第

９９条の規定に基づき意見書提出の請願がありました。 

 審議をよろしくお願いいたします。 

 それと、資料をつけておりますので、そちらも参照してください。 

○議長（三  良人）  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。──質疑なしと認めます。 

 お諮りします。本請願の取り扱いを文教厚生委員会に付託し、審査をお願いしたいと思います

が、御異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 
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○議長（三  良人）  御異議なしと認めます。よって、少人数学級の推進、義務教育費国庫負担

制度拡充を国の関係機関に求める意見書提出に関する要請を、文教厚生委員会に付託します。 

────────────・────・──────────── 

日程第２３．陳情

○議長（三  良人）  日程第２３、陳情玄海原発事故への備えとして、安定ヨウ素剤の町民への

事前配布を求める陳情書を議題とします。 

 本陳情は、玄海原発において重大事故が起きたときに、放射性物質から住民の命を守る最低限

度の備えとして、安定ヨウ素剤を全ての住民に対して事前に配布できるように、国、県、市に働

きかけることを求めた陳情でありますので、総務建設産業委員会に付託し、その取り扱いの審査

をお願いします。 

────────────・────・──────────── 

○議長（三  良人）  以上で、本日の議事日程は全て終了しました。 

 本会議終了後、広報特別委員会を第三委員会室で開催しますので、委員の方は御集合願います。 

 次の本会議は、９月８日午前９時に再開します。 

 本日は、これにて散会します。 

午前11時46分散会 

────────────────────────────── 


